
【全助協以外の主催する研修会等】 2020年1月

１．以下のことを確認する

　60分以上、30分刻みの研修である

　※研修時間には、オリエンテーションや休憩時間は含みませんのでご注意ください

　以下の必修研修やステップアップ研修と同じテーマではない

２．申請書を準備する（全助協HPからダウンロードできます）

３．申請書に記載し全助協事務局にメール添付で送信する

事務局 ４．事務局は送られてきた申請書を監事に転送する

５．監事は、確認票を用いて申請書を点検・確認する

要修正

　　　　監事から申請者に修正について連絡する

修正した申請書を監事に送る

監事は修正箇所を点検・確認する

６．監事は理事会に審議事項としてあげ、資料として以下を添付する

理事会 ７．理事会（メール理事会含む）で審議し、認否を決定する

監事 ８．承認の場合、事務局に認否の結果と承認番号を送る

事務局 ９．認否の結果と承認番号は事務局から申請者にメールにて通知する

※

 １０．承認番号（個人番号）を付与した受講証明書を準備する。
　　　 受講証明書の発行者はその団体の責任者となる。受講後に「受講証明書」を配布する。【申請者】

個人番号が付与された名簿は申請者が保管し、本協議会への提出は不要である。

【申請者】

監事

　　※ マタニティケア能力とWHC能力については、日本助産実践能力推進協議会を構成する5団体(公益社団法人
　　　　日本看護協会/公益社団法人日本助産師会/一般社団法人日本助産学会/公益社団法人全国助産師教育
　　　　協議会/一般財団法人日本助産評価機構)及び都道府県の看護協会、都道府県の助産師会 の主催する研修
　　　　会等は、各団体で審査し受講証が発行することができます→［教員］区分の研修とすることができます。

 CLoCMiP レベルⅢ［教員］更新要件として認められる研修の申請手続き

申請者は監事からの連絡を受け、修正箇所を検討し
適宜修正する

　マタニティケア能力、専門的自律能力、ウィメンズヘルスケア能力に関する研修である

□ 申請者からの申請書
□ 更新要件指定研修一覧表（承認番号付与）

監事

【申請者】 　　必須研修：新生児蘇生法（NCPR）、分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）に関する研修、
　　　　　　　　フィジカルアセスメント5領域（妊娠期、神経、呼吸/循環、代謝、新生児）、
　　　　　　　　子宮収縮剤の使用と管理、助産記録、妊娠から授乳期における栄養、
　　　　　　　　周産期のメンタルヘルス、母体感染のリスクと対応、臨床推論（総論）
　　ステップアップ研修：出血時の対応に関する研修、周産期の倫理に関する研修、
　　　　　　　　　　　　　　助産師および後輩教育等に関連した研修

承認/不承認

　　　研修として承認を得ようとする場合は以下に則って手続きをお願いいたします。


